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議案第 ５９ 号関係 

 

件   名 八幡浜市立公民館条例の一部を改正する条例の制定について 根拠法令等 － 

担 当 課 教育委員会 生涯学習課 施 行 日 令和３年１０月１日 

 

改正後 改正前 

  

別表第２ 別表第２ 

１ （略） １ （略） 

２ 中央公民館保内別館使用料 ２ 中央公民館保内別館使用料 

階 室名 

使用料 

（単位：円） 

9時～12時 12時～17時 17時～22時 9時～22時 

１階 

和室 ５８０ ６８０ ９５０ １，７３０ 

音楽室 ５８０ ６８０ ９５０ １，７３０ 

（注） 

 １ 入場料を徴収し、商品を展示し、又は即売営業若しくは宣伝等を行うときは、５０％

加算とする。 

 ２ 冷房を使用する場合は使用料の５０％加算、暖房を使用する場合は使用料の３０％

加算とする。 

館名 階 室名 

使用料 

（単位：円） 

9時～12時 12時～17時 17時～22時 9時～22時 

中央公民館 

保内別館 

１階 小会議室 ５８０ ６８０ ９５０ １，７３０ 

講義室 ５８０ ６８０ ９５０ １，７３０ 

和室 ５８０ ６８０ ９５０ １，７３０ 

茶室 ４２０ ４７０ ６８０ １，１５０ 

調理室 ７３０ ９５０ １，１５０ ２，３００ 

２階 青年学級室 ５８０ ６８０ ９５０ １，７３０ 

大会議室 ２，６２０ ３，１５０ ４，１９０ ８，３８０ 

冷暖房利用

の場合 

冷房 使用料の５割の額加算 

暖房 使用料の３割の額加算 

（注） 

１ 石油ストーブ使用の場合、３０％加算とする。 

２ 調理室のガス・水道施設を利用するときは、１００％加算とする。 

３ ピアノ使用の場合、１，５７０円を徴収する。 

４ 入場料徴収・商品展示・即売営業及び宣伝等を行うときは、５０％加算とする。 
 

  

【改正内容】 

・青字部分を削る。 

・赤字部分を加える。 

・黒字下線部分の字句を改める。 
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